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第２２期 第２３回青森県西部海区漁業調整委員会議事録 

 

１ 日 時   令和５年６月２６日（月）午後１時３０分 

 

２ 場 所   青森市新町１丁目１１－２２ 

アラスカ会館 ２階「ガーネット」 

 

３ 出席者 

 

 
区  分 職      名 氏   名 

委   員 会  長 

会長代理 

委  員 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃  

  〃 

〃 

  〃 

〃 

〃 

欠席委員 

〃 

 〃 

冨 田  重  基

立 石 政 男 

古 川  今日志 

福 田 隆 一 

西 﨑 昭 一 

田 村 義 夫

柴 田 武 信 

山 本 幸 宏 

尾 野 明 彦 

野 土 一 公

堀 内  精 二 

黒 滝 洋 子

佐々木 信 昭 

東   信 行 

竹ヶ原  公 

事 務 局 事務局長 

主  幹 

主任専門員 

長 根 幸 人 

出 町 英 志

八 島  美奈子 

県   側 

 

水産振興課       副 参 事 

           総括主幹 

下北地方水産事務所水産普及課長 

三 橋 潤一郞 

清 藤 真 樹 

竹 谷 裕 平 



 - 2 -

４ 提出議案 

議案第１号：漁業の許可の制限措置の内容等について（諮問） 

 

５ 審議結果 

第１号議案：原案どおり答申することに決定された。 
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６ 議事の経過 

 

会 長 

それでは、ただ今から、第２２期第２３回青森県西部海区漁業調整委員会を開催い

たします。 

開会に当たりまして、一言挨拶を申し上げます。 

委員会開催の御案内を申し上げたところ、委員の皆様には、御多忙中の中、御出席

いただき、誠に感謝しております。 

さて、去る５月８日に新型コロナウイルスが２類から５類になり、規制緩和がなさ

れましたが、委員各位には、引き続き感染対策に注視していただきたいと思います。 

また、今年は、猛暑という予報が出ておりますけれども、熱中症対策のため、上着

を脱いで会議に臨まれても結構でございます。 

本日の委員会は、先ほど事務局から説明があったとおり、議題として議案１件、報

告事項２件が予定されておりますので、委員各位の御協力と県の適切な御助言をいた

だきながら、円滑な会議を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

本日は、委員数１５名のところ、過半数を超える１２名の委員の御出席をいただい

ておりますので、漁業法第１４５条第１項の規定に基づきまして本委員会は成立して

おります。 

次に、委員会規程第１３条第２項の規定により、議事録署名人を選出したいと思い

ますが、これまでの慣例により、私から指名してよろしいでしょうか。 

 

委 員 

（「異議なし」の声あり。） 

 

会 長 

異議なしの声がございましたので、それでは、今回の議事録署名人として、野土委

員と尾野委員の両名を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

早速、議題に入ります。 

議案第１号「漁業許可の制限措置の内容等について（諮問）」を議題に付します。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

長根事務局長 

それでは、説明いたします。 

 議案第１号資料の１ページ目を御覧ください。 

 これは、県知事からの諮問文です。件名及び本文のみ読み上げます。 

 漁業の許可の制限措置の内容等について（諮問）。 
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 このことについて、漁業法第５８条において読み替えて準用する同法第４２条第３

項の規定に基づき、貴委員会へ諮問します。 

 以上となりますが、これは漁業法に基づく規定により、今回諮問があったもので、

詳細につきましては、この後、県側から説明がありますので、事務局からは以上です。 

 

会 長 

 次に、県から補足説明があればお願いいたします。 

 

水産振興課 三橋副参事 

 はい、会長。 

 

会 長 

 はい、どうぞ。 

 

水産振興課 三橋副参事 

 それでは、県から議案第１号について、補足説明させていただきます。 

 資料をおめくりいただいて、２ページ目を御覧ください。 

 漁業種類と漁業を営む者の資格、それから許可すべき漁業者の数について御説明さ

せていただきます。 

 なまこ雑けた網漁業でございます。 

 ７段に分かれていますけども、上段から順番に、外ヶ浜町漁協、平舘で５隻、次が

外ヶ浜町漁協、蟹田で１５隻、蓬田村漁協４２隻、平内町漁協８５隻、野辺地町漁協 

７７隻、横浜町漁協７４隻、むつ市漁協１１隻となっております。 

 ３ページ目を御覧ください。 

３段ありますが、一番上は、引き続きむつ市漁協で９隻、それから、次が川内町漁

協４６隻、脇野沢村漁協３０隻となっております。 

 続いて、３ページの下の方が、ほたてけた網漁業でございます。 

 野辺地町漁協で７７隻、横浜町漁協で６４隻、むつ市漁協が２１隻と９隻、川内町

漁協で２隻となっております。 

 県からの補足説明は以上でございます。 

 御審議の方、よろしくお願いいたします。 

 

会 長 

 ただ今、事務局及び県からの説明が終わりましたので、委員各位から何か御質問、

御意見等がございましたらお願いいたします。 

 ございませんか。 

 特に御質問、御意見もないようですので、諮問どおりとすることといたしたいと思
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いますけれども、御異議ございませんか。 

 

委 員 

（「異議なし」の声あり。） 

 

会 長 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、議案第１号「漁業の許可の制限措置の内容等について（諮問）」は、諮

問どおりと決定し、県知事に答申することといたします。 

 なお、答申文の内容については、本職に一任願います。 

 これで議案を終了し、報告事項に入ります。 

 まず、①の「令和５年度における知事管理漁獲可能量の変更について（報告）（青

森県くろまぐろ（小型魚）漁業及び青森県くろまぐろ（大型魚）漁業）」を県から説

明をお願いいたします。 

 

水産振興課 清藤総括主幹 

 はい、会長。 

 

会 長 

 はい、どうぞ。 

 

水産振興課 清藤総括主幹 

 それでは、説明させていただきます。 

 これから御説明するのは、令和５管理年度、ただいま獲っている期間なんですけど、

これの基本配分の他に国から追加配分がきましたので、そのことになります。 

 報告資料１を御覧ください。 

 県は、漁業法の規定に基づき、令和５年５月３１日付けで知事管理漁獲可能量の変

更を公表しました。その概要は、１ページ目にあるとおり、３０キログラム未満の小

型魚は２８６．６トンから８２．６トン増えて、３６９．２トンへ。３０キログラム

以上の大型魚は５０６．３トンから５１トン増えて、５５７．３トンとなっています。 

 ２ページ目、別紙を御覧ください。 

 追加配分の内訳としましては、小型魚については、繰越２８．６トン、譲渡メリッ

ト措置として２０トン、消化率メリット措置として６．８トン、国留保からの上乗せ

等として２７．２トンとなっています。 

 また、大型魚については、繰越３７．８トン、譲渡メリット措置として１．１トン、

消化率メリット措置として１．２トン、国留保から上乗せ等として１０．９トンとな

っております。 



 - 6 -

 譲渡メリットや消化率メリット及び国留保からの上乗せ分などの詳細な計算方法に

ついては、参考にございます、くろまぐろ漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に

関する実施要領に記載されています。後ほど御覧ください。 

 なお、この計画変更については、漁業法に基づき、貴委員会の意見を聴く必要があ

りますが、事務手続き迅速化のため、協定に基づく管理委員会と漁業関係者の合意に

基づく場合のみ、貴委員会の事前諮問をせずに手続きし、手続き後に報告する旨、令

和５年１月６日付け青水振第１３４３号で委員会に諮問し、適当である旨の答申を受

けていることを申し添えます。 

 説明については、以上です。 

 

会 長 

 県からの報告が終わりましたので、委員各位から何か御質問等ございましたらお願

いいたします。 

 ございませんか。 

 特に御質問もないようですので、続きまして、②の「令和５年度全国海区漁業調整

委員会連合会通常総会の結果について」事務局から報告をお願いいたします。 

 

八島主任専門員 

 それでは、令和５年度全国海区漁業調整委員会連合会通常総会の概要について報告

いたします。 

 今年度の通常総会は、５月２６日１４時から、東京都港区のアジュール竹芝におい

て対面で行われました。 

 西部海区からは、東委員が出席され、事務局からは、八島が出席いたしました。 

 概要について報告いたします。 

令和４年度の事業報告、収支決算書及び剰余金処分案、及び令和５年度事業計画書

案、収支予算書案については、それぞれ原案どおり承認されました。 

 次に令和５年度の要望書（案）についてですが、２ページ以降に添付しております

が、原案どおり承認されております。内容については、後ほどゆっくり御覧いただき

たいと思います。 

 今後は７月１１日に関係省庁へ要望活動を行うことが決まっております。 

 また、この要望活動の結果を受けて、来年度に向けての要望案を今後、委員の皆様

に御検討、御審議していただくこととなっております。 

次に、会長、副会長の交代についてですが、２年で会長県、副会長県、交代するこ

ととなっており、今年度は、会長に福島海区の今野会長、副会長に静岡海区の鈴木会

長が就任されました。 

 次に次期総会の開催地についてですが、東京都で開催することが承認されました。 

 総会終了後に令和５年度の連合会会長表彰式が執り行われ、本県、西部海区からは
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東委員が表彰されております。 

 概要の報告については、以上です。 

 

会 長 

 事務局からの報告が終わりましたので、委員各位から何か御質問等がございました

らお願いいたします。 

 それでは、特に御質問等もないようですので、以上、これをもちまして、第２２期

第２３回青森県西部海区漁業調整委員会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了 午後１時４０分 

 


